
- 1 - 
 

令和４年 第４回（９月） 筑紫野市議会定例会 

【建設環境常任委員会 委員長報告】 

 

『認定第８号 令和３年度筑紫野市農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算の認定』の件について、

審査の経過と結果をご報告いたします。 

執行部からは、令和３年度筑紫野市歳入歳出決算

書及び委員会説明資料に基づく説明を受けました。 

委員会では、本事業において、未水洗化の世帯が

あるが、その理由は何か、また、全ての世帯が水洗

化となることが可能かとの質疑があり、執行部から

は、水洗化にあたっては家屋の老朽化などが理由で

あるが、それらの世帯に対して、今後も引き続き完

全水洗化へ向けてのお願いを進めていきたいとの

答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって認定

すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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認定第１２号及び認定第１３号の２件について、

審査の経過と結果をご報告いたします。 

まず、『認定第１２号 令和３年度筑紫野市水道

事業会計剰余金の処分及び決算の認定』の件につい

て、ご報告いたします。 

 執行部からは、令和３年度筑紫野市水道事業会

計決算書、及び委員会説明資料に基づく説明を受け

ました。 

 委員会では、水道事業が健全経営となっている

か、また、今後の課題はとの質疑があり、執行部か

らは、経営指標を見ても良好な経営ができている。

課題としては、今後の人口減少や施設の老朽化など

があるが、中長期的な視野を持ち、経営基盤の強化

を図りながら、今後とも水の安定供給に努めていく

との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案

のとおり可決及び認定すべきものと決しました。 
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次に、『認定第１３号 令和３年度筑紫野市下水

道事業会計剰余金の処分及び決算の認定』の件につ

いて、ご報告いたします。 

執行部からは、令和３年度筑紫野市下水道事業会

計決算書、及び委員会説明資料に基づく説明を受け

ました。 

委員会では、福岡県からの返還金について質疑が

あり、執行部からは、本市では、県営処理場にて汚

水処理を行っており、汚水の流入量に応じて負担金

を支払っている。最終的に各流域で黒字が出た場合

は、黒字分について市に返還があることとなってお

り、令和３年度は黒字であったことから返還された

ものであるとの答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案

のとおり可決及び認定すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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議案第４０号から議案第４３号までの４件につ

いて、審査の経過と結果をご報告いたします。 

まず、『議案第４０号 筑紫野市自転車駐車場条

例の一部を改正する条例の制定』の件について、ご

報告いたします。 

本件は、ＪＲ二日市駅地区整備事業に関連し、Ｊ

Ｒ二日市駅東側の既存自転車駐車場の名称を改め

るとともに、同駅西側に建設する予定の新たな自転

車駐車場の名称を定めるほか、自転車駐車場に駐車

できる車両の種類を改めるものです。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第４１号 市道路線の認定』の件に

ついて、ご報告いたします。 

本件は、ＪＲ二日市駅地区の整備において、道路

整備が完了することに伴い、市道路線として認定す
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るもので、執行部から説明を受けながら、該当箇所

の現地視察を行いました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第４２号 市道路線の変更』の件に

ついて、ご報告いたします。 

本件は、ＪＲ二日市駅地区の整備により、議案第

４１号で認定した路線と重複する路線の起点及び

終点を変更するもので、執行部から説明を受けなが

ら、該当箇所の現地視察を行いました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第４３号 字の区域の変更』の件に

ついて、ご報告いたします。 

本件は、筑紫駅西口土地区画整理事業により、区
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画整理工事がほとんど完了し、施行前の字界と新し

い街並みとの整合をとるため、大字筑紫と大字若江

の字の区域を変更するもので、執行部から資料に基

づいて説明を受けました。 

委員会では、地元の説明会ではどのような意見が

出たかとの質疑があり、執行部からは、二つの行政

区それぞれから引き続き同じ名称を継続して使用

したいとの意見が出されたとの答弁がありました。

また、小学校の通学に支障はないかとの質疑があり、

執行部からは、対象の方には一軒一軒説明し承諾を

いただいているので、混乱が生じることはないとの

答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 

以上、報告を終わります。 


